
この教育の詳細（内容・カリキュラム等）につきましては、直接、公益社団法人 滋賀労働基準協会東近江支部へお問い合わせください。 
申込、取消、変更、受講料入金先などについては、本部主催講習とは異なりますのでご注意願います。（℡ 0748-24-1907） 

 

 
公益社団法人滋賀労働基準協会東近江支部                            「職長教育」講習案内・申込書 2020_11 

令和 2年 9月 吉日 
 
事業者 各位          

公益社団法人 滋賀労働基準協会東近江支部 
 

令和 2 年度（第６回）職長教育のご案内について 
 

平素は当支部の事業運営に格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。 
さて職長教育につきましては、労働安全衛生法第 60条の定めにより、新たに職長の職務 に就くことと
なった者、その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、安全又は衛生
のための教育を行なわなければならないことになっています。 
つきましては下記の要領により職長教育を実施いたしますので、当該職務に従事していながら、この教育
を修了していない労働者、並びに今後当該職務に就かせようとする労働者がおられる事業場におかれま
しては、関係労働者の受講について格別のご配慮をお願い申し上げます。 
 

記 
1．実施日時/場所 
 (1)  日  時 

（1日目）令和 2年 11月 11日（水） 午前 10時 00分～午後 5時 00分 
（2日目）令和 2年 11月 12日（木） 午前 10時 00分～午後 5時 00分 
 

 (2)  場  所 
G-NETしが（滋賀県立男女共同参画センター） 視聴覚室  
（JR近江八幡駅南口から 500ⅿ 徒歩１０分）   

2．教育科目 
①作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法 
②指導及び教育の方法、作業中における監督及び指示の方法 
③危険性又は有害性等の調査の方法、結果に基づき講ずる措置 
④設備、作業等の具体的な改善の方法 
⑤異常時における措置、災害発生時における措置 
⑥作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 
⑦労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 

 
3．受 講 料（テキスト代を含む）  

 会 員 13,503円    非会員 15,703円（＊受講料は受講票が届いてからお支払い下さい。） 
 
振込先⇒ 滋賀銀行 八日市東支店 (普)036759 公益社団法人滋賀労働基準協会東近江支部 

(注１)振込手数料は申込者の負担でお願いします。 

(注 2)請求書・領収書は原則発行いたしませんのでご了承願います。 
(注 3)現金の場合は当支部までご持参願います。 

 
4．締切日（申込/受講料支払いとも） 10 月 29 日（木）（定員になり次第締切りとします 定員 40 名） 
 
5．申込方法  

次頁の申込書にて FAX （0748－25－2315）でお申し込み下さい。受付後、受講票をＦＡＸ 
致します。（注：お申し込み時の受講者の氏名・住所・生年月日がそのまま修了証に反映され 
ますので正確にご記入願います。※記入ミスによる修了証の再発行は手数料が発生いたします。） 

 
6．そ の 他 

①実施日からさかのぼって 5営業日以降にキャンセルされた場合は受講料の返却はできません。 
②講習終了後「修了証」を交付しますので必ず認印を持参してください。 
③当日 37.5℃以上の熱のある方、又は、体調がすぐれない方は受講をご遠慮願います。 
④受講中は基本的にマスクの着用をお願いします。 
⑤今回は 11月、12月開催の 2回分を同時に受付開始しています。 
               

 以上 



  公益社団法人滋賀労働基準協会 東近江支部                                  「職長教育」受講申込書 2020.11 

 

特別教育･告示等講習会共通申込書  ▶FAX申込可【講習を主催する東近江支部へ】 
・受講申し込みにあたってご記入いただく個人情報は、講習実施の目的以外に使用することはありません。 

8 産業用ロボット特別教育   10 粉じん作業特別教育   14 ※1フォークリフト運転従事者安全教育  

9 機械研削といし特別教育  21 ゼロ災運動職場ﾘｰﾀﾞｰ研修 ※1フォークリフト運転従事者安全教育を申込み時 

所持する『フォークリフト運転技能講習修了
証』の情報を下記に必ずご記入ください。 
 
▶修了証番号  
 
▶交付年月日  昭和 / 平成 / 令和    

                 年     月    日   
▶発行元    □滋賀労働基準協会 
 
※その他の発行機関の場合、下記に正確にご記入ください。 

(                                                               ) 

11 アーク溶接等特別教育(２日間) 50 安全管理者選任時研修 

24 アーク溶接等特別教育(３日間) ＊申込み・問合せは…各講習の主催支部へ＊ 

12 職長教育 12H 主催→ □本部 □彦根・長浜支部 ☑東近江支部 

54 職長・安全衛生責任者教育 14H  本部主催 

60 
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育  
主催→ □本部 □大津支部 □彦根・長浜支部 □東近江支部 

・受講者の氏名、生年月日、現住所、性別は、修了証の作成時に必要なため、必ずご記入ください。※印は、必須記入事項 (鉛筆使用不可) 

ふ り が な ※  
受講月日 ※ 

講習初日 

１１月１１日 
 

～ 
最終日 

１１月１２日 
氏 名 ※ 

全角１５文字まで 
(半角３０文字まで) 

 ※

現

住

所 

 

※郵便番号を必ずご記入願います。現住所は修了証作成のため必ずご記入ください。 

〒 戸籍上の氏名をご記入ください。通称名のみの記載は無効です。 

性 別 ※ 1.男性 2.女性   

生年月日※ 3.昭和 4.平成   年   月   日  

●緊急時の連絡(講習会中止等)や、申込内容についての問い合わせ等のため、 
 受講者ご本人様と連絡がとれる電話番号(携帯電話可)を必ずご記入ください。 (TEL) ※  
●個人申込みの方で受講票を FAX で受け取れる方は､FAX 番号をご記入ください。 
 (FAX 受信ができない場合は、FAX なしに☑してください。郵送でお届けします) 

(FAX)  □FAX なし 

事業所を通じて申し込む場合は、事業所についてご記入ください。(受講票・修了証などの送付先となります。) 個人申し込みの方は、※2は記入不要です。 

事業所名 
※2 

 
事業所 
所在地 

※2 

〒 

代表 TEL※2   

 
連絡先※2 
ご担当者 
複数名で申込をする
場合は、なるべくご担
当者の方を決めてお
申込み願います。 

氏 名  <受講料> 受講料は、開講１０日前までにご入金願います。 

部署名  
 □会員  □非会員 
 ※会員・非会員がご不明な時は、 

  お問い合わせください。 

お支払方法に☑を 
※領収書が必要な場合は 

②か③をご選択ください。 

  □①銀行振込 
  □②現金書留 
  □③窓口持参 

 ※ 

入金予定日 

TEL  円 
月  日 

受講票送付先FAX※2 
(受講票はFAX送信します)  

※講習会当日の支払いは 

 できません。 

【注意事項】①申し込みをする際は、決められた講習会の日時にすべて出席できるかどうか、ご確認のうえお申し込みください。 
②申し込みをされた講習会のコース変更 (日程変更)、キャンセル(取消) をする場合は、開講一週間前までにご連絡ください。 

(連絡は、「コース変更・取消連絡書」を FAXで送信、又は当協会ホームページより「コース変更取消連絡フォーム」にてご連絡願います。) 

③開講一週間前を過ぎた連絡は、コース変更、キャンセルはできません。※受講者変更（代替者）は対応しますので、一旦お電話でご連絡願います。 
(受講者の変更・・・前営業日までに連絡をいただいたものに限ります。当日の受講者変更はできません。) 

④欠席、早退、遅刻は、失格となります。(講習途中の日程変更は、対応いたしません。) 
重要 ③及び④の場合は、受講料の返金、申込書の返却はできません。また、受講料未納の場合は、受講料を全納していただくことになります。  

【申込先・受講料納入先】受講料は開講１０日前迄に銀行振込（振込手数料各自負担）、現金書留、窓口持参のいずれかでお納めください。 

 住所・電話番号・FAX番号 各主催支部受講料振込先 

本部 
〒520-0806 大津市打出浜 13-15 笹川ビル４階 
TEL 077-522-1786  /  FAX 077-522-1453 

滋賀銀行 膳所駅前支店 普通預金 ０４５７４９ 

名義 (社)滋賀労働基準協会 

※支部主催の職長教育１２H コース・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育は、下段の各主催支部へ直接申込み、受講料納入をお願いします。 

大津 
支部 

〒520-0806 大津市打出浜 13-15 笹川ビル４階 
TEL 077-522-1786  /  FAX 077-522-1453 

滋賀銀行 膳所駅前支店 普通預金 ０３９０５４ 
名義 （社）滋賀労働基準協会 大津支部 

彦根・長浜 
支部 

〒522-0074 彦根市大東町 5-12 ウカイビル５階Ｄ号 
TEL 0749-26-2340  /  FAX 0749-24-9245 

滋賀銀行 彦根支店   普通預金 ３６３５９５ 
名義 シヤ）シガロウドウキジユンキヨウカイ 

東近江 
支部 

〒527-0022 東近江市八日市上之町 1-43 松原ビル３階 
TEL 0748-24-1907  /  FAX 0748-25-2315 

滋賀銀行 八日市東支店 普通預金 ０３６７５９ 

名義 (社)滋賀労働基準協会 東近江支部 

※下欄は、協会記入欄です。記入しないでください。 

協
会
確
認
欄 

   □窓口 

□郵送 

□領収日入力 

受

講

番

号 

 

申
込
・
入
金
先 


